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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS C 8282 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8282-1 第 1 部：通則 

JIS C 8282-2-1 第 2-1 部：ヒューズ付きプラグの個別要求事項 

JIS C 8282-2-2 第 2-2 部：機器用コンセントの個別要求事項 

JIS C 8282-2-3 第 2-3 部：固定配線用インターロックをもたないスイッチ付きコンセントの個別要求

事項 

JIS C 8282-2-5 第 2-5 部：アダプタの個別要求事項 

JIS C 8282-2-6 第 2-6 部：固定配線用インターロックをもつスイッチ付きコンセントの個別要求事項 

JIS C 8282-2-11 第 2-11 部：引掛形などの接続器の個別要求事項 
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 (IEC 60884-2-6：1997) 

家庭用及びこれに類する用途の 
プラグ及びコンセント－ 

第 2-6 部：固定配線用インターロックをもつ 
スイッチ付きコンセントの個別要求事項 

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes－ 
Part 2-6: Particular requirements for switched socket-outlets with interlock 

for fixed electrical installations 
 

序文 

この規格は，1997 年に第 1 版として発行された IEC 60884-2-6 を基に，技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格であり，JIS C 8282-1:2007 （家庭用及びこれに類する用途

のプラグ及びコンセント－第 1 部：通則）と併読する規格である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，家庭用及びこれに類する用途の交流専用の固定電気設備用のインターロック付きスイッチ

式コンセントで，定格電圧が 50 V を超え 440 V 以下，定格電流が 32 A 以下の接地極付き又は接地極なし

で，屋内用又は屋外用のものに適用する。 

この規格に基づくインターロック付きスイッチ式コンセントは，完成ユニットとして供給される JIS C 

8282-1 に基づくコンセント，JIS C 8281-1:2003 及び／又は JIS C 8281-2-1:2004 に基づくスイッチ付きイン

ターロックの組合せによって構成される。 

ねじなし端子付固定形アクセサリの定格電流は，最大 16 A を限度とする。 

この規格は，埋込形取付ボックスの要求事項は扱っていない。 

ただし，この規格は，コンセントの試験に必要となる露出形取付ボックスに関する要求事項は扱う。 

注記 1 取付ボックスの一般要求事項は，JIS C 8462 で扱う。 

注記 2 JIS C 8211，JIS C 8221，及び JIS C 8222 に基づく装置を組み込んでいるインターロックコン

セントは，この規格では扱わない。関係する場合には，この規格は，これらのアクセサリの要

求事項及び試験のガイドとして使用できる。 

この規格は，次のコンセントには適用しない。 

－ 産業用途のインターロックコンセント 

－ SELV（安全特別低電圧）用のインターロックコンセント 

この規格に適合するアクセサリは，通常 25 ℃以下で，時々35 ℃に達する周囲温度で使用するのに適し

ている。 
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